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別添１
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の平成１４年度の業務実績に関する項目別評価表

自己 分科会評価評 価 項 目 評 価 基 準 実 績
（平成１４年度計画の各項目） （記載事項） 評価 評価理由中期計画の各項目 指 標

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 指 標 項 目

第１ 業務運営の効率化に関す １ 業務運営の効率化に関する
る目標を達成するためとるべ 目標を達成するためとるべき
き措置 措置

１ 経費の抑制 （１）経費の抑制
一般管理費（公租公課等の 一般管理費（公租公課等の

。 。） 、固定的経費を除く ）について 固定的経費を除く について
対前年度比で１ 抑制する。 下記の措置を講ずることによ％
具体的には、下記の措置を講 り、経費の抑制を図る。
ずる。

（１）事務のマニュアル化、オン ア 事務のマニュアル化 ・マニュアル作成のための ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 マニュアル作成のための担 ・マニュアルが作成そ
ライン化を促進することによ 本部において、各支部の事 担当者会議の実施内容 会委員の協議により判定する。 当者会議を実施し、マニュア のものが完成しても
り、事務の簡素化・効率化を 務の簡素化・効率化を図るた ル化を推進 マニュアルが事業に
図る。 め 支部業務の実態を把握し 詳細は報告書Ｐ１３～１４ Ｂ Ｂ どのような効果があ、 、

マニュアルの素案作成に着手 「ア（ア）マニュアル作成の ったかが重要であ
する。 ための担当者会議の実施内 る。

容」に記述

・マニュアル作成のための 以上 未満 未満 未満 マニュアル化計画項目数２90% 90% 70% 50%
支部業務の実態把握の状 以上 以上 ８項目全てについて支部業務70% 50%
況 の実態把握を実施

（実施率：１００％） Ａ Ａ Ａ
詳細は報告書Ｐ１４～１５

「ア（イ）マニュアル作成の
ための支部業務の実態把握の
状況」に記述

・マニュアル素案の着手状 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 庶務・会計課はマニュアル
況 会委員の協議により判定する。 を作成済。労務管理・労務給

与・労務厚生課はマニュアル
素案作成に着手 Ａ Ａ
詳細は報告書Ｐ１５～１６

「ア（ウ）マニュアル素案の
着手状況」に記述

イ 事務のオンライン化 ・オンライン化の状況 以上 未満 未満 未満 計画した４１６台のパソコ90% 90% 70% 50%
機構内のＯＡシステムを活 以上 以上 ン全てのオンライン化及び情70% 50%

用し、職員間の情報の共有化 報システム環境の構築を完了
等を図るとともに事務の迅速 （実施率：１００％） Ａ Ａ
化を図る。 詳細は報告書Ｐ１６ 「イ

（ア）オンライン化の状況」 Ａ
に記述
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・ＯＡシステムの活用状況 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 オンライン化により電子メ
会委員の協議により判定する。 ール及び電子掲示板の活用等

により情報の共有化、業務の
迅速化を実施 Ａ Ａ
詳細は報告書Ｐ１６ 「イ

（イ）ＯＡシステムの活用状
況」に記述

（２）各種報告の必要性、報告方 ウ 各種報告の必要性、報告方 ・各種報告の見直しのため ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 各種報告の必要性、報告方 ・下の項目の方が重要
法の見直しにより、事務の省 法の見直し の担当者会議の実施内容 会委員の協議により判定する。 法の見直しのための担当者会 である。
力化・効率化を図る。 支部の業務のうち本部への 議を実施

各種報告（労務管理、労務給 詳細は報告書Ｐ１６～１７ Ｂ Ｂ
与、労務厚生関係）を洗い出 「ウ（ア）各種報告の見直
し、その要否及び方法につい しのための担当者会議の実施
て検討を開始する。 内容」に記述

Ａ
・各種報告の要否及び報告 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 管理システムの活用による
方法の見直しの検討状況 会委員の協議により判定する。 本部での集計、報告の電子メ

ール化等による方法について
検討を実施 Ａ Ａ
詳細は報告書Ｐ１７～１８
「ウ（イ）各種報告の要否

及び報告方法の見直しの検討
状況」に記述

（３）事務用品の再利用化、室温 エ 事務用品の再利用化等 ・事務用品の再利用化等の ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 「環境物品等の調達の推進
の適温管理、昼休み等の消灯 事務用品の再利用化、室温 周知徹底の実施状況 会委員の協議により判定する。 を図るための方針 「室温の」、
の励行、電子機器購入に当た の適温管理、昼休み等の消灯 適温管理実施方針」及び「昼
っての省エネ機器導入の促進 の励行等について周知徹底を 休みの消灯の励行について」
により、経費の抑制を図る。 図るとともに、新規調達に当 の文書を作成し職員に周知徹 Ａ Ａ

たっては、省エネ機器の導入 底
の促進を図る。 詳細は報告書Ｐ１８「エ

（ア）事務用品の再利用化等
の周知徹底の実施状況」に記 Ａ
述

・省エネ機器の導入状況 以上 未満 未満 未満 電子機器は、全て省エネ機90% 90% 70% 50%
以上 以上 器（パソコン等４４５台）を70% 50%

導入
（実施率：１００％） Ａ Ａ

詳細は報告書Ｐ１８「エ
（ ） 」イ 省エネ機器の導入状況
に記述

（４）契約に関する業務について オ 一括購入及び割引制度の利 ・一般管理物品の洗い出し ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 一括購入や割引制度の利用 ・他にも節約するもの
は、従来、都県単位で実施し 用 実施状況 会委員の協議により判定する。 が可能なものについて洗い出 がないか引き続き洗
ていたところであるが、一つ 一般管理物品のうち可能な しを実施 出しが必要である。
の組織体（本部・支部）とな ものについて、一括購入や割 詳細は報告書Ｐ１８「オ Ｂ Ｂ
ることを契機に、一括購入や 引制度を利用する。 （ア）一般管理物品の洗い出 ・下の項目の方が重要
割引制度の利用により、契約 し状況」に記述 Ａ である。
単価の削減を図る。
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・可能なもののうち一括購 以上 未満 未満 未満 火災保険等１８件実施90% 90% 70% 50%
入や割引制度を利用した 以上 以上 （利用率：１００％）70% 50%
状況 詳細は報告書Ｐ１８～１９ Ａ Ａ

「オ（イ）可能なもののうち
一括購入や割引制度を利用し
た状況」に記述

（５）人件費については 「２、
業務運営体制の整備」の実施
状況を踏まえて抑制を図る。

２ 業務運営体制の整備 （２）業務運営体制の整備 ・業務運営体制の整備のた ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 支部業務の実施状況把握の ・アンケート調査、デ
めの支部業務の実態把握 会委員の協議により判定する。 ため業務点検実施要領の素案 ータ調査の結果に基

１ 本中期目標の期間において ア 本部において、支部の業務 の状況 を作成し、座間・横田支部に づき、点検方法の再（ ） 、
支部の業務運営の効率化を重 の点検方法について検討する おいて業務点検を試行 Ｂ Ｂ 検討も必要である。。
点項目として、業務の実施状 詳細は報告書Ｐ２０～２５
況を点検の上、実施方法につ 「ア 支部業務の点検方法に
いて見直しを行うことにより ついて検討」に記述 Ｂ
業務運営の効率化を図る。

・点検方法の検討状況 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 点検方法は①アンケート調
会委員の協議により判定する。 査②データ調査により実施す

ることを検討 Ｂ Ｂ
詳細は報告書Ｐ２０～２５

「ア 支部業務の点検方法に
ついての検討」に記述

（２）上記（１）の業務点検及び
見直しに併せ、支部組織につ
いて見直しを行う。
（参考）

沖縄県に所在する支部につ
いて、統合を含め検討を行
う。

（３）駐留軍等労働者の制服及び イ 駐留軍等労働者の制服及び ・購入契約及び在庫管理の ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 購入契約については、経費 ・もう少し努力できた
保護衣の購入契約及び在庫管 保護衣の購入契約及び在庫管 方法についての検討状況 会委員の協議により判定する。 節減のため積極的に一般競争 のではないか。
理の方法について、見直しを 理の方法について、契約単価 契約によることを検討
行う。 削減及び費用対効果の観点か 詳細は報告書Ｐ２５「イ Ａ Ｂ Ｂ ・もう一工夫が必要で

ら検討を行う。 制服及び保護衣の購入契約及 ある。
び在庫管理の方法についての
検討」に記述

３ 職員の意識の高揚 （３）職員の意識の高揚 ・初めにしては頑張っ
たが、この程度はあ

（１）業務の効率化に係る講演会 ア 外部有識者による業務運営の ・講演会への参加者数 以上 未満 未満 未満 参加目標数５０名に対しこ たり前と考えるべき90% 90% 70% 50%
の開催、各職場への効率化目 効率化に関する講演会を年１ （企画時の想定参加者数に 以上 以上 れを超える職員が参加 Ａ Ａ である。70% 50%
標の掲示等を行うことによ 回以上開催する。 対する割合） （参加率：１００％）
り 職員の意識の高揚を図る また、経費の節約及び業務 詳細は報告書Ｐ２６「ア、 。

の改善を目的としたポスター （イ）講演会の効果」に記述
を本部及び各支部の各執務室
に掲示することにより、業務 ・講演会の内容 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 部外有識者による講演会を
の効率化に関する職員の意識 会委員の協議により判定する。 開催 講演内容：①行政と企 Ａ Ａ
の高揚を図る。 業経営②組織体と経営革新③



- 4 -

経営革新の切り口④幹部職員
の役割

詳細は報告書Ｐ２６「ア
（ ） 」 。ア 講演会の開催 に記述

Ａ
・講演会による意識の高揚 以上 未満 未満 未満 参加者に対しアンケート調90% 90% 70% 50%
状況 以上 以上 査を実施70% 50%

（参加者数に対する割合） （高揚率：９３％） Ａ Ａ
詳細は報告書Ｐ２７「ア

（イ）ａ講演会の印象」に記
述

・ポスターによる意識の高 以上 未満 未満 未満 本部及び支部の職員に対し90% 90% 70% 50%
揚状況 以上 以上 アンケート調査を実施70% 50%

（全職員数に対する割合） （高揚率：８２％） Ｂ Ｂ
詳細は報告書Ｐ３０「ア

（エ）ｃポスターの効果」に
記述

（２）職員から、経費の節約及び イ 本部に事務改善委員会を設 ・事務改善委員会の設置状 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 平成１４年９月２６日、理
業務の改善に係る提案を募集 置するとともに、職員から経 況 会委員の協議により判定する。 事長を委員長として理事及び
し、積極的に活用する。 費の節約及び業務の改善に係 各部長の６名で構成する事務
このため、事務改善委員会 る提案を募集する。募集のあ 改善委員会を設置 Ｂ Ｂ

を設置し、優秀な提案に対し った提案について審査の上、 詳細は報告書Ｐ３１「イ
（ ） 」ては、表彰を行う。 優秀なものについて表彰を行 ア 事務改善委員会の設置

うとともに、速やかに活用す に記述。
るよう措置する。

・提案等募集の周知状況 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 募集に関する案内を作成、
会委員の協議により判定する。 本部及び支部の執務室等に掲

示、また電子掲示板を活用し
周知 Ａ Ａ
詳細は報告書Ｐ３１～３２

「イ（ウ）募集要領の作成」
に記述

・応募の状況 以上 未満 未満 未満 応募の状況は、１００件の Ｂ90% 90% 70% 50%
（企画時の想定応募数に対 以上 以上 目標に対し２３６件の応募70% 50%
する割合） （応募率：２３６％） Ａ Ａ

詳細は報告書Ｐ３２「イ
（エ）応募の状況」に記述

、 、・表彰の状況 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 審査の結果 最優秀賞２点
会委員の協議により判定する。 優秀賞７点を決定

詳細は報告書Ｐ３２～３３ Ｂ Ｂ
「 （ ） 」イ オ 審査結果及び表彰
に記述

・活用の状況 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 入賞作品の標語は、１５年
会委員の協議により判定する。 度に本部が作成するポスター

に活用、ポスターは、本部及 Ｂ Ｂ
び支部の執務室等に掲示し活
用
詳細は報告書Ｐ３３～３４
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「イ（カ）事務改善提案の活
用」に記述

第２ 国民に対して提供するサ ２ 国民に対して提供するサー
ービスその他の業務の質の ビスその他の業務の質の向上
向上に関する目標を達成す に関する目標を達成するため
るためとるべき措置 とるべき措置

１ 駐留軍等労働者の募集 （１）駐留軍等労働者の募集 ・インターネットによ
駐留軍等及び諸機関からの労 機構設立後速やかにホーム ・ＨＰの開設状況及び掲載 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 平成１４年８月ＨＰを開 る応募システムは、

務要求に対し、労務要求書受理 ページを開設し、求人情報を 内容 会委員の協議により判定する。 設 掲載内容は 機構の概要 那覇、コザ両支部以、 「 」、
後一か月以内に資格要件を満た 広く提供するとともに、イン データベース 募集情報 外の支部への拡大を「 」、「 」
す者を駐留軍等及び諸機関に紹 ターネットによる求職照会及 及び「お知らせ」 Ａ Ａ 考慮すべきである。
介する率を、中期目標期間にお び応募システムを構築する。 詳細は報告書Ｐ３５～３６
いて９０ 以上とする。 「ア（ア）ホームページの開％
この目標を達成するため、特 設状況及び掲載内容」に記述

に求人難の職種（特殊技能職）
の求職者を確保する必要がある
ことから、機構設立後速やかに ・ＨＰの更新状況 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 「国民に対し提供するサー
ホームページを開設し求人情報 会委員の協議により判定する。 ビスの向上」を主眼に、常に
を広く提供するとともに、イン 最新の記事を掲載、７３件の
ターネットによる求職照会及び 更新を実施 Ａ Ａ
応募システムを構築する。 詳細は報告書Ｐ３６「ア

（イ）ホームページの更新状
況」に記述 Ａ

・求人情報の提供 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 平成１５年３月１０日から
会委員の協議により判定する。 求人情報の提供を開始

詳細は報告書Ｐ３７「イ Ａ Ａ
求人情報の提供」に記述

・インターネットによる求 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 インターネットによる応募
職照会及び応募システム 会委員の協議により判定する。 システムは、平成１５年３月
の構築状況 末に構築、那覇及びコザ支部

で同年５月の事前登録から運 Ａ Ａ
用予定
詳細は報告書Ｐ３７「ウ

インターネットによる応募シ
ステム」に記述

・構築した求職照会及び応 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 詳細は報告書Ｐ３７～３８
募システムの内容 会委員の協議により判定する。 「ウ インターネットによる Ａ Ａ

応募システム」に記述

２ 駐留軍等労働者の福利厚生施 （２）駐留軍等労働者の福利厚生
策 施策

（１）駐留軍等労働者の福利厚生 ア 駐留軍等労働者の多様化 ・新たな福利厚生施策の検 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 特別援護金を新設したほ
については、駐留軍等労働者 する要望に応えるため、福 討状況 会委員の協議により判定する。 か、駐留軍等労働者の新たな
の多様化する要望に応えるた 利厚生の項目を増やし、生 福利厚生施策について検討を Ａ Ａ Ａ
め 福利厚生の項目を増やし 活様式に合わせて幅広く選 実施、 、
生活様式に合わせて幅広く選 択できるシステムを含む新 詳細は報告書Ｐ３９～５０
択できるシステムを含む新た たな施策を検討する。 「ア 新たな施策の検討」に
な施策を検討し、実施する。 記述
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（２）駐留軍等労働者の制服及び イ 駐留軍等労働者の制服及 ・制服及び保護衣の早期貸 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 バウチャーシステムによる ・早期貸与の他の方法
保護衣について、バウチャー び保護衣について、バウチ 与方法の検討状況 会委員の協議により判定する。 貸与及びその他の方法による は考えられないか。
システムその他の早期に貸与 ャーシステム（引換券シス 貸与について検討を実施 Ａ Ｂ Ｂ
できる方法を検討し、中期目 テム）その他の早期に貸与 詳細は報告書Ｐ５１～５３ ・もう一工夫が必要で
標期間中に導入する。 できる方法を検討する。 「イ 制服及び保護衣の早期 ある。

貸与方法の検討」に記述

３ 駐留軍等労働者の給与その他 （３）駐留軍等労働者の給与その
の勤務条件等に係る調査、分析 他の勤務条件等に係る調査、
改善案の作成 分析、改善案の作成

（１）国の行政施策の企画立案に
資するため、国家公務員及び
民間事業の従事員における給
与その他の勤務条件を考慮
し、次に掲げる課題について
調査、分析し、改善案の作成
を行い、中期目標期間の終期
までに国に提示する。

ア 駐留軍等労働者の定年制度の ア 駐留軍等労働者の定年制度の ・民間企業等の実態調査の ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 民間企業の定年制度等の文 ・アンケート調査し、
在り方 在り方 状況 会委員の協議により判定する。 献調査及びアンケート調査を 分析しているが、具

目的・・・公的年金制度の 駐留軍等労働者の定年制度の 実施、さらに回答のあった２ 体的には、どうする
改正に伴う雇用と年金の連携 在り方について検討を行うた ５０社から１３社を選定しヒ Ｂ Ｂ のか不明である。
を図り得る仕組みを整備する め 民間企業等の実態を調査し アリング調査を実施、 、
観点から定年延長を含む定年 その分析を行う。 詳細は報告書Ｐ５４～５８
制度の在り方について調査、 「ア 駐留軍等労働者の定年 Ｂ
分析し、改善案を作成 制度の在り方」に記述

・分析の状況 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 民間企業の調査結果に基づ
会委員の協議により判定する。 く分析を実施

詳細は報告書Ｐ５４～５８ Ｂ Ｂ
「ア 駐留軍等労働者の定年
制度の在り方」に記述

イ 駐留軍等労働者の給与制度の イ 駐留軍等労働者の給与制度の ・民間企業等の実態調査の ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 国家公務員及び駐留軍等労 ・アンケート調査し、
在り方 在り方 状況 会委員の協議により判定する。 働者の制度と行政改革推進事 分析しているが、具

目的・・・国家公務員の俸 駐留軍等労働者の給与制度の 務局が提示した「新人事制度 体的にはどうするの
給体系の見直しを踏まえ、各 在り方について検討を行うた の原案（２次」において示 か不明である。）
種手当の在り方を含む給与制 め 民間企業等の実態を調査し された能力等級制度（案）と、 、
度全般について調査 分析し その分析を行う。 の比較を行ったほか、民間企 Ｂ Ｂ、 、
改善案を作成 業約１００社の現状を各種文

献及びインターネットによる
実態把握を実施
詳細は報告書Ｐ５９～７２

「イ 駐留軍等労働者の給与 Ｂ
制度の在り方」に記述

・分析の状況 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 民間企業の給与制度の分析
会委員の協議により判定する。 を実施

詳細は報告書Ｐ５９～７２ Ｂ Ｂ
「イ 駐留軍等労働者の給与
制度の在り方」に記述
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（２）上記（１）のほか、国との ウ 上記ア及びイのほか、国との ・必要となる課題の調査、 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 必要となる課題の調査、分 ・国の関係職員の満足
連携の下、必要となる課題に 連携の下、必要となる課題につ 分析、改善案の作成状況 会委員の協議により判定する。 析を行い改善案等を作成し、 度の評価方法につい
ついて調査、分析し、改善案 いて調査、分析し、改善案の作 国に提示 ては、検討の余地が
の作成を行う。 成を行う。 詳細は報告書Ｐ７３～７７ Ａ Ａ ある。

「ウ 国との連携の下、必要
となる課題についての調査、 ・アンケートの回収率

100% 9分析、改善案の作成」に記述 Ａ は、 （母体
名）

・国の関係職員の満足度 以上 未満 未満 未満 国の関係職員に対し満足度90% 90% 70% 50%
以上 以上 のアンケート調査を実施70% 50%

（満足度：７９．５８％） Ｂ Ｂ
詳細は報告書Ｐ７７～７８

「 イ）国の関係職員の満足（
度調査結果」に記述

第３ 予算（人件費の見積りを ・予算の執行状況 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 財務諸表のとおり執行 Ａ Ａ
含む 、収支計画及び資金 会委員の協議により判定する。。）
計画 Ａ

・中期計画予算 収支計画 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 財務諸表のとおり執行 Ａ Ａ、 、
資金計画の執行状況 会委員の協議により判定する。

第４ 短期借入金の限度額

短期借入金の限度額は、 ・短期借入金の発生状況 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 実績なし。
４億円とし、運営費交付金 会委員の協議により判定する。
の受入れが遅延する場合や （金額、理由、限度額の
予想外の退職手当の支給等 範囲内かどうか等）
に用いるものとする。

第５ 重要な財産を譲渡し、又
は担保に供しようとすると
きは、その計画

重要な財産等の処分等に
。関する計画の見込みはない

第６ 剰余金の使途
・駐留軍等労働者の福利厚生 ・剰余金の発生状況 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 財務諸表に記述 Ａ Ａ
施策の充実に係る経費 会委員の協議により判定する。

・広報関係施策の充実に係る Ａ
経費

・職員の職場環境改善等に係 ・剰余金の発生原因 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 財務諸表に記述 Ａ Ａ
る経費 会委員の協議により判定する。

第７ その他主務省令で定める ３ その他主務省令で定める業務
業務運営に関する事項 運営に関する事項

１ 施設・設備に関する計画

なし

２ 人事に関する計画 人事に関する計画
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（１）方針
ア 防衛庁／防衛施設庁と ア 次年度の人事交流の計画に ・人事交流の計画の作成状 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 人事交流計画は作成済
の計画的な人事交流及び ついて検討し、防衛庁／防衛 況 会委員の協議により判定する。 詳細は報告書Ｐ８２～８３ Ａ Ａ
「第１ ２ 業務運営体 施設庁と調整を行う。 「 １）次年度の人事交流計（
制の整備」の業務・組織 画」に記述 Ａ
の見直しに応じた人員の
適正な配置を図る。 ・防衛庁／防衛施設庁との ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 人事交流計画に基づき必要

調整状況 会委員の協議により判定する。 となる調整を実施
詳細は報告書Ｐ８２～８３ Ａ Ａ

「 １）次年度の人事交流計（
画」に記述

イ 年間研修計画を作成 イ 企業会計研修、労務管理業務 ・研修計画の作成状況 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 業務能率の向上を図り人材
し、企業会計研修、労務 研修等の実務研修を適時適切に 会委員の協議により判定する。 を育成する観点から研修計画
管理業務研修等の実務研 行うことができるよう年間の研 を作成 Ａ Ａ
修の充実による業務能率 修計画を作成し、実施する。 詳細は報告書Ｐ８３～８７
の向上を図る。 「 ２）研修計画」に記述（

・研修計画に対する研修実 以上 未満 未満 未満 研修は７件を計画し、全て90% 90% 70% 50%
施の状況 以上 以上 実施70% 50%

（計画数に対する割合） （実施率：１００％） Ａ Ａ
詳細は報告書Ｐ８３～８７

「 ２）研修計画」に記述（
Ａ

・研修参加者の状況 以上 未満 未満 未満 想定参加者数１８８名に対90% 90% 70% 50%
（企画時の想定参加者数に 以上 以上 し、１８８名が参加70% 50%
対する割合） （参加率：１００％） Ａ Ａ

詳細は報告書Ｐ８３～８７
「 ２）研修計画」に記述（

・研修内容 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 研修内容は、労務管理等事
会委員の協議により判定する。 務の円滑な移行を念頭に、業

務に関する知識付与に重点を Ａ Ａ
置き計画
詳細は報告書Ｐ８３～８７

「 ２）研修計画」に記述（

（２）人員に係る指標 （中期計画期間中に対
期末の常勤職員数を期初 応）

の９７ とする。％

＊ 項目別評価表の自己評価は、独立行政法人が自ら定めた年度計画をどの程度執行したかについて自ら評価したものであり、
評価委員会が業務実績評価を行う際の重要な判断材料となるものである。
評価委員会は、独立行政法人が行った定量的な指標に基づく自己評価については、自己評価に誤りがないか、指標に基づき

適切な自己評価をしているか等について調査・分析を行い、評価委員会として評価を行った。定性的な指標に基づく自己評価
については、あくまで評価の際の参考とし、評価委員会において評価基準に基づき評価を行った。


